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３　消滅時効の成否（争点３）
〔被告の主張〕
原告は、別紙「販売先一覧表」の番号①及び②
の被告製品の販売については遅くとも平成29年12
月頃、同③の被告製品の販売については平成30年
１月12日頃にそれぞれ自己の損害及び加害者を
知ったところ、原告が本件訴訟を提起したのは令
和３年３月であり、３年以内に権利行使をしな

かったから、被告に対する原告の損害賠償請求権
は時効により消滅している。被告は、かかる消滅
時効を援用する。
〔原告の主張〕
否認ないし争う。原告は、令和元年12月上旬頃、
被告による本件特許権の侵害の事実を知ったとこ
ろ、令和３年３月に本件訴訟を提起しているから、
消滅時効は成立しない。
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